
 

 

インタビュー） 

2023年税制改正大綱を読む～税制改正の医療経営に与える影響 
税理士法人 京都ビジコン所長・税理士 海来 美鶴先生 

（聞き手：医療ジャーナリスト：冨井 淑夫） 

インタビュー日：2023 年 2 月 7 日 

極めて複雑なルールの改正電帳法 2 年間の延期と 2023 年大綱では修正 

――2023 年税制改正大綱が、昨年末に公表されました。内容は非常に膨大かつ詳細に

及ぶものでしたが、専門家等からは医療業界、特に中小企業として位置づけられる民

間医療機関等の経営者には、影響の少なかった改正とされています。 

世論的には改正された「電子帳簿保存法」（電帳法に略）と消費税のインボイス制度へ

の関心が高まっていますが、改正電帳法に関しては 2024 年 1 月からの施行と、既に 2

年間の延期が決定し、23 年 12 月までの 2 年間に実施された電子取引に関しては、従来

通り紙でプリントアウトして保存しておくことが可能になりました。 

海来：23 年大綱でも中小零細企業等での対応の遅れが懸念されることから、電子保存

要件の見直しが実施され当該要件に則って保存をすることが出来なかった場合、「相当

な理由」のある事業者には新たな猶予措置が講じられました。 

改正電帳法には大きく①電子取引情報に係る電磁的記録の保存制度②スキャナ保存

制度③電子帳簿等保存制度（優良電子帳簿の範囲）――の 3 つのルールがあり、各々

に異なる保存要件がありますが、「相当な理由」と認められた場合（事前手続き不要）

は、「出力書面の提示・提出の求め、及びその電子取引データのダウンロードの求めに

応じること」が可能であれば、「保存要件を不要」にした①電子取引データ保存が可能

になりました。この他②スキャナ保存に関しても、幾つかの要件緩和措置が講じられ

ています。 



 

 
出典：「「令和５年度税制改正（案）のポイント」（令和５年２月）」納税環境整備(財務省)

（https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian23.html）を加工して作成 



 

 
出典：「「令和５年度税制改正（案）のポイント」（令和５年２月）」納税環境整備(財務省)

（https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian23.html）を加工して作成 

 



 

――保存要件が不要になるのは「売上高 5000 万円以下」とされたので、殆どの医療機

関は対象外。しかし当初の施策からは、かなりトーンダウンした内容です。 

海来：21 年末に与党の税制調査会が国会に答申を出しましたが、遡り財務省での電帳

法改正の議論やマスコミ報道等を振り返ると、各企業や事業所の経理実務において大

きな負担を伴う改正であることが十分に理解されないまま、立法の段階で拙速に進め

られた印象です。課税当局の徴収支援を優先し、事業者側にデータ保存の厳格な運用

や遵守ばかりを強いる制度設計となり、経済社会への影響が十分に考慮されずに当該

議論が行われてきました。電子取引データ保存時の３要件の中で③検索機能の確保が

最も厄介で、常に「取引年月日」、「取引金額」「取引先」を検索可能な状態に記録を残

しておくことが要求され、人員の乏しい小規模医療機関等では、ハードルが高いと思

われます。 

――諸外国と比較し遅れているデジタル国家整備。マイナンバーカードは最たるもの

で数千億円の投資はしたものの運用が計画倒れになっています。そこで菅前内閣にお

いてデジタル田園都市国家構想のもと創設されたデジタル庁がリーダーとなり、各省

庁を引っ張っていく構図で、財務省もこの流れの一貫として、2020 年税制改正大綱で

発表しましたね。 

海来：請求書や領収書だけでなく、見積書や契約書等も含めて、電子メールでの受け

取りやインターネット上から当該書類等のダウンロード、ＤＶＤ等の記録媒体のデー

タ受け取り、クラウドサービスやＥＤＩシステム（電子データ交換）を介したやり取

り等、電子取引の幅は相当に広く、税務署に要求された際には直ぐに取り出せるよう

に保存しておくことが必要とされました。ルールが極めて複雑で、かつ煩雑な業務が

多大に発生するにも係わらず、経済界や医療界、ベンダー等の関連業種も含めて、国

の進めるＤＸの推進ばかりに目が注がれ、詳細な内容の周知が進まないまま、法改正

が実現したと考えられます。 

――その結果、2022 年 1 月には前出・2 年間の経過措置を設定。約 1 年後の 23 年大綱

でも内容の修正が実施された訳ですね。 

海来：延期されたとは言え、電子保存の義務化は 24 年 1 月 1 日より施行されるのが確

定しました。タイムリミットまで 1 年を切り、医療機関の方々は早い時期から準備し、

それが出来る体制整備を進めて頂きたいと思います。 

――もう一つ、注目される改正点の消費税におけるインボイス制度の導入ですが、社

会保険診療報酬は非課税取引です。医療機関や福祉施設は非課税取引事業者であるこ

とから、インボイス制度の影響を受けることは殆どないと理解して良いのでしょう

か？ 

海来：課税収入が年間、1 千万円を超えるような医療施設は影響を受けるケースもある

のかもしれませんが、一般の診療所等の場合はインボイス適格事業者になることは殆

ど想定し難く、仮に対象になるとすれば地域医師会が一括して受注する各種、集団接

種等における消費税の取り扱いを、どのように行うのかが注意すべきところです。予



 

防接種を医師会所属の複数の医療機関に振り分ける際には、インボイスへの登録が求

められる等の複雑なケースが想定されますが、今後、各医師会で解決して頂く課題だ

ろうと考えます。 

 
出典：「電子帳簿保存法が改正されました（令和３年 12 月改訂）」（国税庁）

（https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm）を加工して作成 



 

中小企業「経営強化・投資促進税制」は個人開業医も適用可能 

――今回の税制改正では医療・福祉経営に係る新機軸は乏しいのですが、一般産業界

に影響を与える内容が数多く織りこまれていると聞きます。同改正で各省庁が要望し

た中に医療経営者の皆さんにも着目して頂きたい改正ポイントがあれば教えて下さい。 

 

出典：「経済産業関係 令和 5 年度税制改正について」（経済産業省）
（https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2023/zeisei_k/index.html）を加工して作成 

海来：経済産業省の要望していたもので、「中小企業経営強化税制」及び「中小企業投

資促進税制」の適用期限が 2 年間延長され、令和 6 年度末まで可能になりました。同

強化税制の対象となるのは一部の業種（その他の飲食店業に分類される料亭、バー、

キャバレー、ナイトクラブ等）を除き、製造業、建設業、サービス業等の殆ど全ての

事業体です。医療業界では余り知られてはいませんが、民間医療機関・薬局の殆どは

中小企業に分類されることから指定事業者になることが可能です。Ａ類型（生産性向

上設備）、Ｂ類型（収益力強化設備）、Ｃ類型（デジタル化設備）、Ｄ類型（経営資源集

約化設備）の 4 種類の類型があり設備投資価額の要件が設定されていますが、計画を

策定して事前に認定を受けると、ソフトウェアや医療機器等の取得価額が一括で損金

計上可能か、10％の税控除が受けられます（資本金 3000 万円超 1 億円以下の法人は

７％）。 



 

後者の同投資促進税制は一定の機械装置、ソフトウェア等の対象設備の取得等に

「30％の特別償却または 7％の税額控除」が可能になるものです。 

 
出典：「経済産業関係 令和 5 年度税制改正について」（経済産業省）

（https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2023/zeisei_k/index.html）を加工して作成 

――前者の同強化税制に関し医療機関・介護事業者等で適用の想定されるのは、医療

用ロボットやＡＩの導入等、「働き方改革」や「医療ＤＸ」の推進に資する設備投資が、

Ａ類型やＣ類型に該当する可能性が高いのでしょうね。 

海来：但し同強化税制に関しては「経営力向上計画の策定」だけでなく、４類型各々

に異なる要件が設定されています。例えばＡ類型では新設備導入による生産性向上の

指標として、（旧モデルと比較し）平均 1％以上向上しているとのアウトカムが求めら

れます。この他、Ａ類型は設備・機器メーカー等に証明書発行の依頼や、当該設備メ

ーカーの所属する工業会からも証明書発行が必要なこと。Ｂ〜Ｄ類型は経済産業局へ

の確認を要すること等、各々に煩雑な手続きが発生します。要するに税額控除の適用

に価する根拠が必要になる訳です。各 4 類型の要件を確認した上で対応が難しい場合

は公認会計士や税理士等の専門家に、ご相談頂くことも検討して下さい（資料 3）。何

れの税制も法人・個人事業主が対象で、個人開業医も指定事業者になることが可能で

す。 

 



 

 

出典：「中小企業税制＜令和 4 年度版＞」（中小企業庁）（https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/index.html）を加工して作
成 



 

――医療機関の所得税・法人税に関連する「医療提供体制の確保に資する設備の特別

償却制度」も適用期限が 2 年間の延長。こちらは「医師及びその他の医療従事者の労

働時間短縮に資する」器具や備品、ソフトウェア等の設備に対して 15％の特別償却を

認める制度です。この他、取得価額 500 万円以上の「高額な医療用機器への 12％の特

別償却」、「地域医療構想の実現に向けた病床再編等のために取得した建物への 8％の特

別償却」等も、2025 年 3 月 31 日まで継続され、2 年間の延長が実現しました。これら

特別償却制度は税制改正で厚生労働省が要望していたものです。当該設備の特別償却

制度が目指すところは、スキームは異なるものの経産省の要望した同強化税制と近い

ようにも感じます。 

海来：厚生労働省が要望した医療経営に影響する税制改正に関しては新味に乏しく、

現行の税制優遇措置や特別償却制度、税額控除等を延長した内容ばかりで占められま

す。 

一方、人口減少により全国各地で働き手が不足する時代を迎えて、厚労省以外の各

省庁が進める施策まで俯瞰的に眺めると、ＤＸ社会の到来やデータヘルス改革、「働き

方改革」の推進、先端技術の研究開発、創造的なイノベーションへの設備投資等に関

連した特別償却や税額控除、補助金等も含めて手厚い措置が、数多く導入されていく

流れです。 

そうした国の政策の包括的な動向を複眼的に見据えながら、医療経営者の方々には

節税や増収に繋がる仕組みを、見逃さないようにして頂きたいと感じます。 

出資持分を放棄し認定医療法人への移行を促す移行期間の延長 

――医療経営に大きな影響を与えるテーマとして、医療法人制度の動向が今後、多く

の医療経営者の皆さんの気にかかる問題かと思います。今税制改正では医業経営に係

る相続税・贈与税の納税猶予制度の特例措置が「令和 5 年 9 月末」までの期限だった

のが、「令和 8 年 12 月末」までの延長が決定されました。これは厚生労働省や日本医

師会等も要望していた事項の一つでもあります。 

海来：ここでの相続税・贈与税の特例措置延長とは、正に認定医療法人制度に関連す

る改正です。相続人が「持分あり医療法人」の出資持分を相続、または遺贈により取

得したと仮定し、当該法人が「移行計画の認定を受けた医療法人（認定医療法人）」で

あれば、移行計画の期間満了まで相続税の納税を猶予、持分を放棄した場合は猶予税

額が免除されるというもの。この相続税・贈与税の納税猶予制度の移行期間が、現行

では移行計画認定の日から起算して 3 年以内とされたのが、5 年以内に延長されたのは

画期的な改正と言えます。認定を受けた医療法人が、出資者との調整を上手く進めら

れず、認定から 3 年以内という短期間では持分放棄の同意を得るのが不可能なケース

もありました。移行促進で事業継承をスムーズに進めるために、移行期間を 2 年延長

した訳です。 



 

 
出典：「令和５年度 税制改正の概要（厚生労働省関係）」（厚生労働省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29814.html）

を加工して作成 

――オーナー経営で長期に亘って病院を運営してきた創業者や、その親族には出資持

分を放棄することに抵抗のある方も少なくないのですね。 

海来：2007 年の第 5 次医療法改正で“出資持分あり”医療法人を新たに設立するのは

不可能になりましたが、それ以前に設立された医療法人の中には、持分ありの医療法

人もまだ多く残っており、医療法人全体の６６％を占めています。現実問題として歴

史の古い医療法人の場合、持分ありだと剰余金が膨らみ、相続人への巨額な相続税の

発生や、社員の退社に伴う出資持分の払い戻し請求が過大な負担となり、医療法人の

存続を危うくする事例等も想定されるのです。過疎が進む郡部の病院等の場合、相続

人に相続税が支払えず病院が閉鎖されるような事態が起こると、地域医療の崩壊を招

きかねません。“公益性の担保”に関して社会医療法人や特定医療法人等に比べてハー

ドルが低く、同族経営も継続可能な認定医療法人は、出資持分放棄には使い勝手の良

い制度です。国は今、存続している持分あり医療法人の多くを認定医療法人に移行す

る方針で、現在は持分あり医療法人の整理整頓を行っている段階と、ご理解下さい。 

最後に、わが国の財政状況を鑑みると近い将来、国が法人税を上げてくることも十

分に予想されます。公益性が高いとされ、法人税が非課税の社会医療法人や税率が低

く設定されている特定医療法人等を除き、医療法人の税率は一般企業と同じです。法

人税の動静も見据えながら、医療機関の皆様には今後の経営対応を考えて頂きたいと

思います。 
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【海来 美鶴（うみき みつる）】 

〔プロフィール〕 

昭和 63 年 2 月、海来税理士事務所開設、ＴＫＣ入会。平成 2 年 9 月、全国医療専門会

計人会入会。同年 11 月、社団法人 日本医業経営コンサルタント協会入会。平成 4 年 1

月、有限会社 京都ビジコン設立。同年 4 月、山林良夫の医療経営コンサルティング塾

入塾。平成 5 年 1 月より病医院のコンサルティング業務を開始。平成 9 年 12 月より株

式会社 京都ビジコンに組織変更。平成 10 年 7 月、ＴＫＣ全国会京滋会 理事に就任。

平成 11 年 4 月 日本医業経営コンサルタント協会 京都府支部支部長に就任。平成 19

年 11 月、税理士法人 京都ビジコン設立。平成 25 年 7 月 ＴＫＣ全国会 医業・会計シ

ステム研究会 代表幹事に就任。日本税理士連合会所属。発表論文、著書等多数。 


